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平成２６年第３回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２６年９月８日 

午前１０時００分開会 

於       議場 

１．議事日程（第１日目） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 行政報告 

       報告第 ４号 宮原まちづくり株式会社の経営報告について 

       報告第 ５号 平成２５年度氷川町財政健全化判断比率等の報告につい

て 

 日程第 ５ 議案第２８号 氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

 日程第 ６ 議案第２９号 氷川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について 

 日程第 ７ 議案第３０号 氷川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の制定について 

日程第 ８ 議案第３１号 氷川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３２号 氷川町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第３３号 平成２６年度氷川町一般会計補正予算（第２号）につい

て 

日程第１１ 議案第３４号 平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１２ 議案第３５号 平成２６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１３ 議案第３６号 平成２６年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１４ 議案第３７号 氷川町農業振興地域整備計画の変更について 

日程第１５ 認定第 １号 平成２５年度氷川町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１６ 認定第 ２号 平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算
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の認定について 

日程第１７ 認定第 ３号 平成２５年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１８ 認定第 ４号 平成２５年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１９ 認定第 ５号 平成２５年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２０ 認定第 ６号 平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２１ 同意第 ４号 氷川町教育委員会委員の任命について 

日程第２２ 同意第 ５号 氷川町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２３ 同意第 ６号 氷川町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２４ 同意第 ７号 氷川町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 河 口 涼 一          ２番 清 田 一 敏 

３番 長 尾 憲二郎          ４番 上 田 俊 孝 

５番 江 嵜   悟          ６番 三 浦 賢 治 

７番 松 田 達 之          ８番 片 山 裕 治 

９番 米 村   洋         １０番 笠 原 良 一 

１１番 上 田 健 一         １２番 永 田 義 昭 

 

４．欠席議員はなし。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  野 田 俊 明     書 記  河 野 香 織 

 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  藤 本 一 臣     教 育 長  太 田 篤 洋 

  総 務 課 長  陳 野 信 次     企画財政課長  森 田 寿 也 

  税 務 課 長  岩 本 博 美     町民環境課長  中 島   正 
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  健康福祉課長  山 下   剛     農業振興課長  尾 村 幸 俊 

農地整備課長  前 田 昭 雄     建設下水道課長  前 崎   誠 

総務振興課長  木 本 栄 一     商工観光課長  西 田 美 子 

会計管理者  濤 岡 美智代     学校教育課長  稲 田 和 也 

生涯学習課長  沖 村 眞 一     農業委員会事務局長  草 野 信 一 

代表監査委員  本 田 孝 志 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 皆さん、おはようございます。 

本日は副町長が氷川において行方不明者の捜索にあたっておりますので、欠席の

申し出があり、それを了承しています。よろしくお願いいたします。 

ただいまから平成２６年第３回氷川町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（永田義昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、９番、米村

議員、１０番、笠原議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（永田義昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

   お諮りします。本定例会の会期は本日から９月１２日までの５日間としたいと思

います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月１２日

までの５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（永田義昭君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

今回受理した請願・陳情等は、お手元に配りました請願・陳情等一覧表のとおり

です。この中で９番、消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める陳情及び１０

番、「集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の撤回を求める意見書」の提出を求

める陳情については、総務文教常任委員会に付託しました。 

また、７番、年金削減の中止、最低保障年金の実現を求める陳情、８番、軽度外

傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情、１１番、「農協改

革」に関する意見書の提出については、産業建設厚生常任委員会に付託しましたの

で、それぞれ報告します。 

次に、補助金等交付団体監査並びに例月出納現金検査が実施され、その報告書が

提出されていますので報告します。なお、報告書は議会事務局に保管してあります
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ので、ご自由に閲覧願います。 

次に、平成２６年第１回八代広域行政事務組合議会臨時会が開催され、会議録が

提出されていますので報告します。なお、この会議録は議会事務局に保管してあり

ますので、ご自由に閲覧願います。 

次に、平成２６年８月５日に熊本県町村議会議長会正副議長研修会が熊本市で開

催され、正副議長が出席しましたので報告します。 

次に、平成２６年８月２５日に、熊本県町村議会議長会委員長研修会が益城町で

開催され、各常任委員長が出席しましたので報告します。 

これで諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 行政報告 

○議長（永田義昭君） 日程第４、行政報告を行います。 

   町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

   報告第４号、宮原まちづくり株式会社の経営報告について報告を願います。総務

振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） 報告第４号、宮原まちづくり株式会社の経営報告につ

いて。地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりご報告いたします。報告にあ

たりまして、２ページから４ページまでは平成２５年度の事業計画書です。報告規

定では、地方自治法施行令１７３条に毎事業年度の事業の計画及びその決算に関す

る書類という規定になっております。そういうことから、当初の計画と見比べてい

ただきながら、口頭での事業実績報告という形になります。あらかじめご了承くだ

さい。 

   資料を２枚めくっていただきまして、２ページ目をご覧ください。活動事業の①

イベント事業等ですが、ＴＭＯ主催のイベントや中心市街地で行われる既存の地蔵

まつりなどのイベントは観光物産協会及び商工会との連携を密にして、お互いの相

乗効果が図れるような取り組みをいたしました。 

   また、表の間を利用した作品展を１１回、及び物づくりの体験講座を５回実施

し、来客及び喫茶などの売り上げ増になっております。特に２月７日から３月２３

日に開催いたしましたひなまつり展においては町内外からの保育園や福祉施設など

からのリピーターも含め、毎年たくさんの方にご来場いただいております。今期は

１２回目を迎えましたが、干支の飾り物をはじめとした作品の展示や十二単衣の試

着体験を実施し、その他、ちんどんや、バナナのたたき売りの披露、ものづくり体

験講座を行い、期間中には７,４５５名の来場者で賑わいました。このことは氷川

町のＰＲに大いに貢献できたとともに売り上げ増にもつながりました。なお、恒例
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となりました「わらしべ市」を１２月７日に開催し、全国各地のご当地品をはじ

め、商工会会員や販売可能な株主に声かけを行い、物産販売を通じ中心市街地の活

性化を図りました。また、津軽三味線演奏家の高崎裕士さんを招いての特別イベン

トや親父バンドによる歌声喫茶なども開催いたしました。 

   ②のエコショップ事業運営ですが、エコショップ清流の事業としてＥＭ発酵液の

これまでの普及活動を踏まえて新規の利用拡大を目指して、固定化しつつあるＥＭ

発酵液の利用促進を図ることにより、環境学習の一環として町内全小中学校のほ

か、八代市、芦北町、水俣市など町外の小学校においても少しずつ普及してきてい

ます。また、町内の老人会や子供会を含む地域団体で活用され、農家での使用も見

受けられるなど利用が定着してきています。 

   ３ページの③中心市街地まちづくり応援団助成事業につきましては、当期におい

ては商工会が氷川公園に子どもから大人まで幅広い世代に人気のある熊本県のＰＲ

キャラクター「くまモン」と合わせて公園内の樹木にイルミネーション事業、親父

ライブ活動に活用がありました。恒例となった氷川公園のイルミネーション事業に

つきましては、話題性があり、中心市街地の賑わいに貢献できたと思います。 

   ④の請負事業は、平成２２年４月より八代生活環境事務組合クリーンセンター内

での不燃物処理業務を請負として契約を行っており、７名の社員で行っておりま

す。 

   次に、当期の収支についてご報告いたします。７ページの損益計算書でご説明し

たいと思います。右側の数字をご覧ください。営業収益は２,８００万９,３０５円

で前期に比べ、約３４万円の増額になりました。一方、営業費用は売上原価が２６

９万１,８８８円、販売費及び一般管理費が２,４５８万４,５０１円となり、これ

を合わせて２,７２７万６,３８９円。これは前期に比べると約７９万円の増額にな

ります。一番上の営業収益から営業費用を引きました７３万２,９１６円、これは

前期に比較すると約４５万円の減となります。この営業利益７３万２,９１６円に

営業外収益を加えた税引前の当期純利益は下から３行目です。７３万４,９５６円

となります。これに対します法人税等がその下の２３万５,３００円で当期純利益

は一番下の４９万９,６５６円となっております。 

収入の主なものとしましては、これは次の１０ページをご覧いただきたいのです

が、第１２期まち㈱収支決算書を付けております。上から喫茶や物産販売等の売り

上げで約３８６万円、まちつくり酒屋管理委託料で３５３万円、クリーンセンター

の請負業委託料２,０２６万円となっております。支出の主なものは社員の人件費

で福利厚生費も合計すると２,１２２万９,６３４円、物産の仕入で２６９万１,８

８８円となっております。 
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前の８ページをご覧ください。株主資本等変動計算書です。この右から４列目、

利益剰余金の合計欄ですが、１段目の当期首残高で３９８万２,２８９円、その二

つ下、当期純利益４９万９,６５６円、これを加えまして、一番下ですが、４４８

万１,９４５円となっています。 

以上、平成２５年度宮原まちづくり株式会社の経営報告に代えさせていただきま

す。 

○議長（永田義昭君） 報告第５号、平成２５年度氷川町財政健全化判断比率等の報告

について報告を願います。企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） 報告第５号、平成２５年度氷川町財政健全化判断比率

等の報告についてご説明いたします。 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、平成２５年度氷川町財政健全化判断比率等について別紙のとおり報告い

たします。 

   次のページをお開きください。平成２５年度氷川町健全化判断比率等の数値を記

載しております。この報告は町の財政状況を国が示す統一的な指標で明らかにし、

財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応がとられるようにと関係書類を監査

委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものでございます。 

   早期健全化基準とは、市町村の財政規模に応じて政令で定めた基準でありまし

て、これを超えた場合は、財政健全化計画の策定が義務付けられ、外部監査の導入

や起債借入等にさまざまな制約がつくことになります。 

氷川町の比率でありますが、実質赤字、それから連結実質赤字がなかったことか

ら、ハイフンで表示をさせていただいております。 

次に、実質公債比率については１１.６％でありまして、早期健全化基準の範囲

内にあります。前年が１２％でありましたので、０.４ポイント減少しておりま

す。要因は平成９年度に保育所建設事業の財源として借り入れた厚生福祉整備事業

元利償還金の償還完了に伴う元利償還金の減少によるものでございます。 

将来負担比率については、１７.８％でございます。これは家計に例えますと、

負債の残高が年収の何年分に相当するかを示した割合でございます。前年度より

１.８ポイントの減少となっております。要因は八代生活環境事務組合、氷川町及

び八代市中学校組合の地方債の償還にかかる負担等定期償還額の減少及び介護保険

給付金準備基金などの増加、たばこ税の収入の増による標準財政規模の増によるも

のでございます。 

次に、２５年度氷川町資金不足比率でありますが、下水道事業会計、宅地開発事

業会計とも資金不足がなかったためハイフンで表示をしております。 
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以上で報告を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） これで行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ５ 議案第２８号 氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

 日程第 ６ 議案第２９号 氷川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について 

 日程第 ７ 議案第３０号 氷川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の制定について 

日程第 ８ 議案第３１号 氷川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３２号 氷川町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第３３号 平成２６年度氷川町一般会計補正予算（第２号）につい

て 

日程第１１ 議案第３４号 平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１２ 議案第３５号 平成２６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１３ 議案第３６号 平成２６年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１４ 議案第３７号 氷川町農業振興地域整備計画の変更について 

日程第１５ 認定第 １号 平成２５年度氷川町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１６ 認定第 ２号 平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１７ 認定第 ３号 平成２５年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１８ 認定第 ４号 平成２５年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１９ 認定第 ５号 平成２５年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２０ 認定第 ６号 平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

○議長（永田義昭君） 日程第５、議案第２８号氷川町技能労務職員の給与の種類及び
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基準を定める条例の一部を改正する条例についてから日程第２０、認定第６号平成

２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてまでを一括議

題とします。町長の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（藤本一臣君） 皆さま、おはようございます。 

   二十四節気の一つ、白露を迎えまして、朝夕はめっきり秋の気配を感じる頃とな

りました。議員各位には日々ご健勝にてご活躍のこととお喜びを申し上げます。本

日は平成２６年第３回氷川町議会定例会を招集いたしましたところ、皆さま方には

大変お忙しい中にお繰り合わせご出席をいただきまして、誠にありがとうございま

す。また、日ごろより町政運営にあたりまして、各段のご協力を賜り、おかげをも

ちまして各種事業、施策もおおむね順調に展開をいたしております。心より感謝と

お礼を申し上げる次第であります。 

   なお、新聞、報道等でご承知のことと思いますけれども、実は町内で行方不明者

が１名出ております。若干、そのご報告をさせていただきたいというふうに思いま

す。立神地区の白石徹様、７３歳の方が昨日から行方不明となっております。昨日

の午後１時ごろ家を出られたということでございますが、そのあと１時半ごろ自宅

近くのですね、カニ籠の漁をされとったと、そういった目撃情報があって以後、消

息がわかっておりません。家族の方から夕刻警察のほうに捜索願いが出されまし

て、午後６時１０分から捜索を開始いたしております。昨日は、氷川町消防団、団

長以下１８６名、八代広域消防、鏡消防署を中心に１２名、氷川警察署から１０

名、計の２０８名で午後１０時まで捜索を行いましたが、発見することができませ

んでした。１０時で捜索を打ち切りまして、本日午前８時から捜索を開始いたして

おります。熊本県警から、県警ヘリがもう既に現地におもむきまして上空からの捜

索、それから午前１０時からの予定でございますけれども、機動隊、それから、こ

れは潜水隊でございます。それと援助隊、計２８名。鏡消防署から援助隊１１名、

また潜水隊が９名、計の２０名。ボートを出しての潜水作業と。それから氷川町消

防団全分団に要請をいたしておりまして、１８９名の出動があっております。計の

２５０名体制で今現在捜索を行っておりますが、まだ発見されていない状況であり

ます。私も先ほどまで現地におりましたけども、一刻も早い発見に向けて、今全力

を向けて捜索活動を行っているというところでございまして、まずはそのご報告を

申し上げたいというふうに思います。 

   さて、今年は早い時期から台風が発生、接近をいたしました。特に台風８号及び

台風１１号につきましては、本町を直撃するのではないかと大変心配をいたしまし

た。しかし、大きな被害もなく通過をし、安堵をいたしたところであります。その
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後８月になりましても梅雨を思わせるような大雨が全国各地で続きました。広島市

をはじめとする全国各地で大規模な災害が発生をいたしました。尊い命を亡くされ

ました皆さま方に心より哀悼の意を表しますとともに被災をされました皆さま方へ

お見舞いを申し上げます。合わせまして一日も早い復旧を願っているところであり

ます。これから本格的な台風のシーズンを迎えます。私どもも常に緊張感を持って

対応してまいりたいというふうに考えております。去る９月３日に第２次安倍改造

内閣が発足をいたしました。政権最大の課題といたしまして、「元気で豊かな地方

の創生」に全力を挙げると公約をされました。新たに地方創生担当相を任命、関係

省庁を横断的につなぎ、地方の創生を図るべく今後さまざまな支援策が打ち出され

ていくものというふうに期待をいたしております。 

平成２６年度も５カ月を経過いたしましたが、主な事業の進捗状況につきまして

ご報告をさせていただきたいというふうに思います。道路改修工事及び下水道事業

工事につきましては、すでに着工をいたしておりまして、一部では工事が完了した

箇所もございます。竜北中学校校舎並びに竜北西部小学校低学年棟の耐震補強大規

模改造工事につきましても、順調に工事が進んでおりまして、それぞれに約２０％

の進捗率というふうになっております。宮原振興局並びに八火図書館新築工事につ

きましては、計画より若干進捗が遅れております。現在は基礎工事の施工実施をし

ているところであります。 

また、７月１５日から８月７日まで町内自由参加者におきまして、町政懇談会を

開催いたしました。延べ３０８名の町民の皆さま方にご参加をいただき、膝を突き

合わせての意見交換ができたところであります。特に今回は特定健診事業、学校施

設の耐震補強大規模改修工事、光永星郎ドラマ制作につきましてご説明をし、いろ

んなご意見を賜りました。その他、町政全般につきましてもご意見やご提言をいた

だき、大変有意義な懇談会であったというふうに感じております。ＣＮＰＶジャパ

ン氷川太陽光発電所合同会社が中大野地区に建設中であります。メガソーラー事業

につきましては、工事の進捗率が９０％の状況であります。１０月上旬には工事が

完了し、今年の１１月ごろには発電を開始する見込みというふうに聞きおよんでお

ります。昨年度から実施をいたしております「い業機械再生支援事業」につきまし

ては、８月末現在で申請件数３５件、補助金額５５３万７,０００円、予算執行率

にいたしまして６０％の状況でございます。機械メーカーとともに生産性の向上に

役立っているものというふうに考えております。農業基盤整備事業につきまして

は、暗渠排水工事を実施いたしておりますが、本年度計画面積７０ヘクタールに対

しまして、現在５７ヘクタールが施工中でございます。また、西野津地区及び新田

地区の排水路改修につきましては、今月中に入札・発注を行い、稲刈り後に施工を
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する予定といたしております。３年目を迎えました住宅リフォーム事業につきまし

ては、本年度も利用が多く、８月末現在で申請件数３６件、補助決定金額５５３万

８,０００円、実工事費総額では、約４,３００万円となっており、相当の経済効果

を生んでいるものというふうに感じております。一方、住宅用新エネルギー等導入

促進事業につきましては、太陽光発電施設が３件、太陽熱活用が３件の利用状況で

あります。まだまだ予算に余裕がございますので、今後とも事業の推進に努めてま

いりたいというふうに考えております。大空町との交流事業では７月３１日から８

月４日までの５日間、本町中学２年生１２名を大空町へ研修派遣を行い、さまざま

な体験とともに大空町の子どもたちとの交流を通して友好の絆を深めてくれまし

た。今月２５日から２８日までは、大空町から東藻琴高校生が農業研修で来町され

ますので、心より歓迎をし、友好の絆を深めたいというふうに思っております。広

報誌及び看板等で紹介をいたしておりますけども、氷川町の小中高校生の九州大会

及び全国大会への出場が多く、大変喜んでいるところであります。４月から現在ま

で３３の大会に延べ８４名の子供たちが出場を果たしております。それぞれの頑張

りを称賛いたしますとともに氷川町にとりましても大変名誉なことであるというふ

うに思っております。ご指導いただいております、あるいはご支援をいただいてお

ります全ての皆さま方に感謝を申し上げる次第であります。昨日は氷川中学校の体

育大会が開催をされました。議員各位も早朝から応援をいただきまして大変ありが

たく思っております。生徒諸君の輝く瞳、一生懸命に取り組む姿勢を目の当たりに

いたしまして大変感動いたしました。特に、一番最後の氷川ソーランの場面ではで

すね、まさに感動を覚えたところでございまして、思わずもらい泣きをいたしてし

まいました。子ども達が一生懸命頑張る姿というのは本当にすばらしいものでござ

いまして、私ども大人もですね、子ども達の次の世代のためにもこの時代をしっか

りと守り、次の世代にいい形でつないでいかなければならないということを改めて

感じたところであります。 

さて、本定例会に提案をいたしておりますのは、報告２件、条例の制定及び一部

改正その他６件、平成２６年度一般会計及び特別会計補正予算４件、平成２５年度

一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定６件、人事案件の同意４件でございま

す。 

まず、報告第４号、宮原まちづくり株式会社の経営報告、報告第５号、平成２５

年度氷川町財政健全化判断比率等の報告につきましては、ただいま担当課長からご

報告を申し上げましたとおりでございます。議案第２８号、地方公務員法の改正に

伴い、氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正するも

のでございます。議案第２９号から議案第３１号につきましては、子ども・子育て
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支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行による児童福祉法の改正に伴い、設備及び運営に関

する基準を定める条例を制定するものでございます。 

議案第３２号は、長寿祝金の受給者を明確にするため、氷川町長寿祝金支給条例

の一部を改正するものでございます。 

議案第３３号は、平成２６年度氷川町一般会計補正予算（第２号）でありまし

て、歳入歳出それぞれ９,５６２万６,０００円を追加し、歳入歳出総額をそれぞれ

６４億２,３４１万７,０００円とするものでございます。歳入の主な予算といたし

まして、国庫支出金５,１２５万円、県支出金２１８万６,０００円、繰入金１,７

８４万７,０００円、繰越金６,４２５万３,０００円、町債は３,９９１万円を減額

をいたしました。 

歳出の主な予算は、議会費３９０万９,０００円で、その主な事業項目は政府要

望等に関わる特別旅費でございます。衛生費９５５万９,０００円で、その主な事

業は予防接種料でございます。土木費５,６１４万５,０００円、その主な事業項目

は地区要望に伴う町道の維持修繕等の事業費を９月補正として計上させていただき

ました。 

議案第３４号は、平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

でありまして、歳入歳出それぞれ１,７５１万６,０００円を追加し、歳入歳出総額

それぞれ２０億９７２万９,０００円とするものでございます。歳入の主な予算と

いたしまして、繰越金３,０１０万１,０００円です。歳出の主な予算は平成２５年

度分の国県への償還金となっております。 

議案第３５号は、平成２６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１号）であ

りまして、歳入歳出それぞれ３,７１４万８,０００円を追加し、歳入歳出総額それ

ぞれ１４億７,２７８万６,０００円とするものでございます。歳入の主な予算とい

たしまして、繰越金３,６０８万５,０００円、歳出の主な予算は平成２５年度分地

域支援事業交付金の返還金でございます。 

議案第３６号は、平成２６年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）で

ありまして、歳入歳出にそれぞれ３４１万４,０００円を追加し、歳入歳出総額そ

れぞれ７億６,４１３万円とするものでございまして、歳入の主な予算といたしま

して、繰越金３４１万４,０００円、歳出の主な予算は工事請負費及び設計委託料

等でございます。 

議案第３７号は、氷川町農業振興地域整備計画の変更について議会の議決を求め

るものでございます。 

認定第１号から認定第６号まで、平成２５年度一般会計並びに特別会計の歳入歳
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出決算の認定につきまして、監査委員の意見書及び主要施策の成果に関する調書を

添付し、認定に付すものでございます。 

同意第４号から同意第７号までは、教育委員会委員及び固定資産評価委員の任期

満了に伴い、再任の同意を求めるものでございます。 

以上、簡単に説明を申し上げましたが、具体的な内容につきましては、担当課長

より説明をさせますので、よろしくご審議をいただき、円満なご決定とご承認をい

ただきますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） これから議案第２８号から認定第６号まで順次詳細説明を求め

ます。総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） それではまず、議案第２８号をご説明いたします。 

   氷川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。この改正条例は地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による地方公務員法

の改正に伴い、高齢者部分休業の規定を追加するものでございます。議会運営委員

会時に請求がありました、事前にお配りしております新旧対照表でご説明を申し上

げたいと思います。第１２条第３項を改正するものでございます。就学部分休業の

括弧書きは地方公務員法の改正による読み変えでございます。就学部分休業の次に

高齢者部分休業を追加する改正案ですが、５５歳以上の職員が定年退職日までの期

間中、申請によりまして１週間あたりの通常の勤務時間の２分の１を超えない範囲

内で勤務しないことができますが、その場合、給与額を減額して支給するというも

のでございます。附則でこの条例は公布の日から施行するものでございます。 

   続きまして、議案第２９号から議案第３１号までの３件をご説明します。 

   この３件は、平成２４年８月に施行されました子ども・子育て支援法に伴い、子

ども・子育て支援新制度が平成２７年４月に本格スタートするために、幼児期の教

育・保育、地域の子育て支援の量の拡大や質の向上を進めるため、関係条例を制定

するもので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

   議案第２９号の氷川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定につきましては、地域型保育事業を推進する家庭的保育、小規模保育、居

宅訪問型保育、事業所内保育の設備及び運営基準を定めるものでございます。 

議案第３０号の氷川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定については、教育と保育を一体的に行う認定子ども園、
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特定地域型保育事業の運営基準を定めるものでございます。 

議案第３１号の氷川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準を定める

ものでございます。 

次に、議案第３２号をご説明いたします。氷川町長寿祝金支給条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。この改正条例は第５条の支払い未済の祝金

の受給者の特例を改正するものです。この改正案につきましても、新旧対照表でご

説明をいたします。現行の第５条に規定しております第２条第１号とは、８８歳に

達する方を示しております。ここにありますように、支払いをしていない受給者へ

の支払方法を８８歳到達者は規定しておりますが、１００歳到達者は規定していな

いところでございます。本年６月定例会で１００歳の祝金を誕生日後の直近の平日

に支給する改正を行ったところでございますが、支給基準を取得したあとの支給日

までの支給基準を規定していなかったことで、今回第５条を改正し、第１号を削除

することで８８歳、１００歳のどちらにも適用し、かつこれまで受給基準を取得し

た方が支給日までに転出したときは支給しないと規定しておりましたものを転出者

でも支給するように改正するものでございます。附則でこの条例は公布の日から施

行し、平成２６年９月１日から適用するもので、本年度の支給から適用するもので

ございます。 

以上で、議案第２８号から議案第３２号の説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） 議案第３３号、平成２６年度氷川町一般会計補正予算

（第２号）についてご説明いたします。 

   まず、１ページをご覧いただきたいと思います。第１条、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ９,５６２万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６４億２,３４１万７,０００円とするものでございます。 

   まず、歳出の主なものをご説明いたします。１２ページをご覧いただきたいと思

います。５款、５項、５目の議会費、９節、旅費の特別旅費の３９０万９,０００

円につきましては、先ほど町長からも申されましたが、町議会議員の視察研修の旅

費でございます。１０款、総務費、５項、総務管理費、１３目、振興局費の１３

節、委託料の２２４万７,０００円につきましては、移住定住推進事業の委託料で

空き家調査及びデータの作成及び移住支援サイトの作成委託料でございます。３５

目、交通安全対策費、１５節、工事請負費の２１４万２,０００円につきまして

は、１６地区からの地区要望によりますカーブミラー、ガードレール等の交通安全
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施設整備工事でございます。 

次に１４ページをご覧ください。１５款、民生費、１５項、福祉センター費、１

０目、竜北福祉センター費、１１節、需用費の１０５万６,０００円につきまして

は、福祉センター２階の体育センターへの外部階段への手すりの設置等の修繕費用

でございます。２０款、衛生費、５項、保健衛生費、１０目、予防費、１２節、役

務費の８２５万円につきましては、風疹、水痘、成人用肺炎球菌の予防接種料でご

ざいます。 

１６ページをご覧ください。２５款、農林水産業費、５項、農業費、２５目、農

地費、１９節、負担金補助及び交付金の２９１万９,０００円につきましては、旧

農地水保全管理支払交付金事業の名称が、平成２６年度より多面的機能支払交付金

事業に変わりました。そこで、この事業にまた一部を追加されましたので、以前に

取り組んでおられる２地区と新規で取り組みされる３地区、計５地区の町の負担金

でございます。 

次に、１７ページでございます。３０款、５項の商工費、２５目、立神峡公園

費、１３節、委託料の２７０万円につきましては、立神峡の公園入り口の駐車場の

法面が少しだけ崩土があり、災害防除を行うため測量設計業務委託料を計上するも

のでございます。３５款、土木費、１０項、道路橋梁費、１０目、道路維持修繕

費、１１節、需用費の６１５万１,０００円につきましては、１０地区からの地区

要望書がありました町道修繕費でございます。１５節、工事請負費の１,５０２万

円につきましても地区要望でございまして、２路線の舗装補修及び２路線の道路維

持修繕工事でございます。 

１８ページをご覧ください。１５目、道路新設改良費、１３節、委託料の５２０

万円につきましては、平成２３年度に沖塘地区より要望書が出された分で土地の地

権者からの了承が得られましたので、道路改良測量設計業務を委託するものでござ

います。１５節、工事請負費の４６０万円につきましては、地区要望がありました

国道３号から県道小川八代線への町道道添線道路改良工事でございます。２０目、

橋梁新設改良費、１３節、委託料８５７万９,０００円につきましては、３町道の

橋梁設計業務で業務委託歩掛及び単価の改定による増額補正でございます。 

次に、１９ページをご覧ください。１５項、河川費、５目、河川総務費、１１

節、需用費の１５１万２,０００円につきましては、地区要望によります２水路の

修繕費でございます。１４節、使用料及び賃借料の１６５万６,０００円につきま

しては、原田地区からの要望であります麓川の排水部分の浚渫でございますが、機

械借上げにより行うもので、今回補正するものでございます。１０目、河川改修

費、１３節、委託料の３８５万２,０００円につきましては、準用河川「御講田



 － 18 －

川」河川改修用地測量業務委託をするものでございます。１５節、工事請負費の５

１１万２,０００円につきましては、平成２３年度地区要望がありました高塚地区

からの水路改修工事でございます。１７節、公有財産購入費の２２２万５,０００

円につきましては、準用河川「御講田川」河川改修用地購入費でございます。 

次に、２０ページをご覧ください。４０款、５項の消防費、１５目、消防施設費

の１９節、負担金補助及び交付金につきましては、７地区からの地区要望でありま

す堰板等の設置、防火水槽、それからホース格納庫の設置でございます。４５款、

教育費、１０項、小学校費、５目、学校管理費、１１節、需用費の１１２万８,０

００円につきましては、西部小学校北側、鹿島神社との境界へ不審者の侵入防止の

ためフェンスを設置するものでございます。 

２１ページをご覧ください。１５項、中学校費、５目、学校管理費、１３節、委

託料の２６０万円につきましては、文科省により釣天井等の耐震補強を平成２７年

度までに完了するよう通達がありましたので、今年度で竜北中学校武道場及び卓球

場兼集会所の天井改修工事実施設計業務を委託するものでございます。 

２２ページの地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末

における現在高の見込みに関する調書につきましては説明を省略させていただきま

す。ご覧いただきたいと思います。 

続きまして、歳入につきまして主なものを説明いたします。 

９ページをご覧ください。６５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、５目、総

務費国庫補助金、５節の総務費補助金の４,８７２万１,０００円につきましては、

がんばる地域交付金を道路事業費２,２０８万９,０００円と公営住宅事業費１,８

００万円へ充当しますことと、社会保障・税番号システム整備費補助金でございま

す。１０節、児童福祉費補助金の２４８万４,０００円につきましては、県補助金

の２分の１補助の改定により、国３分の１、県３分の１となりましたので、国費分

の保育所緊急確保補助金を計上するものでございます。７０款、県支出金、１０

項、県補助金、５目、総務費県補助金、５節、総務費補助金の１４９万７,０００

円につきましては、移住定住推進事業、先ほど歳出の部でも説明いたしましたが、

空き家調査のデータ作成、移住支援サイトの作成委託に係る費用の３分の２の補助

があります「くまもと夢チャレンジ推進事業補助金」を利用するものでございま

す。１０目、民生費県補助金、１０節、児童福祉費補助金の１２３万６,０００円

の減額補正につきましては、先ほどの国庫補助で申し上げましたが、保育緊急確保

事業補助金の補助率改定によりまして、その差額分でございます。 

次の１０ページをご覧ください。２０目、農林水産業費県補助金、５節、農業費

補助金の１７６万５,０００円は農地台帳システム改修事業費補助金、多面的機能
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推進交付金、くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金でございます。８５款、

繰入金、５項、特別会計繰入金、２０目、５節の介護保険特別会計繰入金の１,７

８４万７,０００円につきましては、平成２５年度介護給付費負担金町費返還金及

び地域支援事業交付金町費返還金でございます。９０款、５項、５目の繰越金、５

節、前年度繰越金の６,４２５万３,０００円につきましては、歳出額に対する歳入

の調整額でございます。９０款、５項、５目の繰越金、５節、前年度繰越金の６,

４２５万３,０００円につきましては、これは先ほど言いました調整額でございま

す。 

１１ページをご覧ください。９９款、５項の町債、２０目、土木債、１５節の合

併特例債の２,１００万円の減額補正につきましては、道路新設改良事業へがんば

る地域交付金を充当するため減額するものでございます。２０節、公営住宅建設事

業費債の１,８９１万円の減額補正につきましても、がんばる地域交付金を充当す

るため減額するものでございます。 

これで歳入予算については終わります。 

次に、前のページに戻りまして、５ページをご覧ください。 

第２表、債務負担行為補正でございます。この債務負担行為の補正につきまして

は、五つの指定管理者の業務委託が今年度で終了いたします。その業務委託料を平

成２７年度から平成２９年度までの３年間の債務負担行為額の限度額を補正するも

のでございます。 

次に６ページをご覧ください。 

第３表、地方債補正でございます。起債の目的の土木債で補正前の限度額９,９

８１万円を補正後の限度額５,９９０万円に変更するものでございます。 

以上で議案第３３号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 議案第３４号、平成２６年度氷川町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

   平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり定

めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

   次のページをお願いいたします。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,７５

１万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億９７２

万９,０００円とするものです。 

   歳入、６ページをお願いいたします。 
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   ４５款、繰越金、５項、繰越金、５目、療養給付費交付金繰越金、５節、療養給

付費交付金繰越金で３１１万２,０００円と１０目、その他繰越金、５節、その他

繰越金に１,４４０万４,０００円を計上しております。 

   歳出、８ページをお願いいたします。主な補正としましては、４５款、諸支出

金、５項、償還金及び還付加算金、１５目、償還金、２３節、償還金利子及び割引

料３１１万２,０００円につきましては、平成２５年度退職者医療療養給付費交付

金等返還金と２０目、国庫支出金返還金、２３節、償還金利子及び割引料１,４１

７万７,０００円につきましては、平成２５年度療養給付費等負担金返還金１,４０

９万７,０００円でございます。 

   これで議案第３４号、平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）についての説明を終わります。 

   続きまして、議案第３５号、平成２６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第

１号）について説明いたします。 

   平成２６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

   次のページをお願いいたします。 

   歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,７１

４万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億７,２７

８万６,０００円とするものでございます。 

   歳入、６ページをお願いいたします。 

   主な補正としましては、４５款、繰越金、５項、繰越金、５目、繰越金、５節、

繰越金で３,６０８万５,０００円を計上しております。 

   歳出、７ページをお願いします。 

   主な補正としましては、１７款、地域支援事業費、５項、介護予防・日常生活支

援総合事業費、５目、要支援・二次予防事業費、１３節、委託料７３万９,０００

円につきましては、新規事業としての生活支援サポーター養成事業委託料でござい

ます。地域における高齢者の日常生活を支える体制を構築するため、生活支援サポ

ーター養成に取り組むもので１００％国庫補助事業でございます。３５款、諸支出

金、５項、償還金及び還付加算金、１０目、償還金、２３節、償還金利子及び割引

料１,８２３万８,０００円につきましては、主に平成２５年度熊本県介護給付費負

担金返還金１,２２４万１,０００円でございます。 

   ８ページをお願いいたします。２８節、繰出金１,７８４万７,０００円につきま

しては、主に平成２５年度介護給付費負担金返還金１,７３２万６,０００円を町一



 － 21 －

般会計へ返還するものでございます。 

   以上で、議案第３５号、平成２６年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第１

号）についての説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（前崎 誠君） 議案第３６号、平成２６年度氷川町下水道事業特別

会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

   平成２６年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり定め

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

   補正予算書を開けていただきまして、１ページをご覧ください。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４１万４,０００円を追加

し、総額７億６,４１３万円とする補正でございます。増額の主な理由としまして

は、流域下水道事業管理負担金並びに特定環境保全公共下水道事業計画設計業務委

託料並びに公共下水道建設費の組み替えの補正であります。 

   歳出からご説明いたします。８ページをご覧ください。５款、公共下水道事業

費、５項、公共下水道事業費、５目、総務管理費、１３節、特定環境保全公共下水

道事業（竜北処理区）計画設計業務委託料につきましては、宮原処理区の流域編入

について検討する業務を追加実施するもので委託料１００万円を計上するもので

す。１０目、公共下水道維持費、１９節、流域下水道維持管理負担金につきまし

て、平成２５年度生産水量分の負担金実績が確定いたしましたので、負担金補助及

び交付金２４１万４,０００円を計上するものです。１５目、公共下水道建設費、

１３節、委託料８００万円、１５節、工事請負費２,２００万円、２２節、補償補

填及び賠償金のマイナス３,０００万円で建設費内の組み替えによるものです。こ

れは上水道移設補償につきまして、道路管理者、上水道管理者と協議を行いまし

て、仮設配管の施工が不要となり、大幅な縮減になったもので補償補填賠償金を減

額しまして、竜北処理区の管渠実施測量設計業務、管渠築造工事について下水道事

業計画に基づき事業を執行するため建設事業内の組み替えを行う補正でございま

す。 

   続きまして、歳入の説明に入ります。７ページをご覧ください。２５款、繰越

金、５項、繰越金、５目、繰越金、５節、繰越金につきましては、歳出の補正額の

３４１万４,０００円を歳入不足となるため、繰越金より補正するものです。 

   続きまして、４ページをご覧ください。 

   第２表、債務負担行為の補正について説明いたします。債務負担行為を起こす理

由といたしまして、一般会計でも説明がありましたが、指定管理者制度の導入の期

限が切れますので、新たに募集を行うため、今回、債務負担行為を起こす必要があ
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りますので補正するものです。事項といたしましては、宮原浄化センター管理業務

委託でございます。委託期間は平成２７年度から平成２９年度までの３年間で限度

額は１億１,９７３万円でございます。 

   以上で、議案第３６号、平成２６年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（尾村幸俊君） 議案第３７号、氷川町農業振興地域整備計画の変更に

ついてご説明いたします。 

   氷川町農業振興地域整備計画を変更するため、地方自治法第９６条第２項の規定

による議会の議決すべき事件を定める条例第２条の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。これまでの経過を申し上げますと、町の広報誌の平成２５年

２月号から４月号にわたる３カ月間、除外申請希望の受け付けを３月から５月上旬

までとしますというチラシを３回配布いたしました。合わせて町のホームページで

も周知をいたしました。計画見直しが完了する約１年半は受け付けができませんと

いう内容です。同年９月に計画の素案を農業振興協議会に図り、承認をいただきま

した。１０月に県と計画の素案協議を行い、１２月に計画の事前協議を行いまし

た。年が明けまして、今年２月５日に県農業振興促進審議会で承認をいただき、４

月２４日に事前協議について「異議なし」の通知がありました。更に５月８日から

６月６日にかけて公告縦覧を行い、７月７日に県からの同意をいただき承認されま

した。この計画につきまして、現在の農業振興地域整備計画は平成１７年１０月の

２町合併に伴い、平成２０年に計画策定して以来、相当な期間が経過したことや、

農業振興地域の環境変化等で本町の農業の総合的な振興を図るために今後１０年間

を見通した氷川町の農業振興地域整備計画を見直すものでございます。 

   それでは計画書につきまして、概要を説明いたします。 

   まず、目次を飛ばしていただきまして、１ページ目になります。第１、農用地利

用計画、１、土地利用区分の方向、（１）土地利用の方向につきまして、本文５行

目でございますが、総土地面積３,３２９ヘクタール、国有林８２ヘクタールを除

く３,２４７ヘクタールが農業振興地域に指定されております。 

中段ほどで、本町の人口はゆるやかな減少傾向にあり、町の振興は今後も農業を

中心に行われるものと考えられますが、農業従事者の高齢化が進む中、担い手不足

が大きな課題となっているため、認定農業者、集落営農組織の育成と農用地利用集

積を図り、「稼げる農業」への生産構造を図っていくとともに安定的で他産業並み

の高所得を上げる優れた経営体の育成を図っていきます。 

５行下で、よって今後の土地利用は、宇城氷川スマートインターチェンジ周辺の
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開発に向けた土地利用計画等に基づき、近隣集落への住宅建設と商業地としての誘

導並びに宇城氷川スマートインターチェンジに隣接した工場用地への企業誘致を図

り、周辺の農業生産の基盤となる優良農用地の確保と住宅開発等のバランスをとり

ながら、無秩序な土地利用や荒廃農地等による農地の改廃を防ぎ、町内の農業生産

に必要な農地を営農に適した良好な状態で確保し、その有効利用を図っていくこと

が重要であります。 

このため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、国が定める農用地等の確

保等に関する基本方針及び県の農業振興地域整備基本方針にある「農地に関する基

本理念」等を踏まえ、優良な農地については、次世代に引き継ぐため農用地区域に

設定し、現在実施中の国土調査（地籍調査）により、「森林・原野」から「農地」

へと変更される見込みの農地も含め、当該農地を良好な状態で維持・保全し有効利

用を図ってまいります。 

２ページ目をご覧ください。イ、農用地区域の設定方針が（ア）から（エ）まで

ございます。（ア）現況農用地についての農用地区域の設定につきましては三つご

ざいまして、ａは集団的に存在する農用地、１０ヘクタール以上の集団的な農用地

です。ｂは土地改良事業又はこれに準ずる事業の施行に係る区域内にある土地でご

ざいまして、次の５項目がございます。 

３ページ目のｃは、ａ及びｂ以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に

即した農業の振興を図るため、土地の農業上の利用を確保することが必要である土

地で、次の６項目がございます。 

（イ）では、土地改良施設等用に供される土地についての農用地区域の設定方

針。 

（ウ）では、農業用施設用地についての農用地区域の設定方針。 

４ページの（エ）では、現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針が書

いてあります。 

（２）農業上の土地利用の方向のアでは、農用地等の利用の方針、イでは用途区

分の構想が書いてあります。 

６ページの第２、農業生産基盤の整備開発計画、１、農業生産基盤の整備及び開

発の方向。農業生産基盤整備は、県営圃場整備・農道整備事業等により整備されて

おり、今後は土地の乾田化を図り水田の汎用化を推進するため、排水改良等の整備

とともに用水対策が必要な地区については、必要な事業を実施し整備を図っていく

とあります。 

２、農業生産基盤整備開発計画では、４行目の堺丸地区におきまして団体営農業

基盤整備促進事業が計画されています。また、網道・鹿野・鹿島におきまして、排



 － 24 －

水機場・排水路等の整備、その他暗渠排水整備と土層改良等の計画がございます。 

８ページでは、第３、農用地等の保全計画。１、農用地等の保全の方向が書いて

あります。ここでは５行目、農地等における冠水等の未然防止、排水改良及び農業

生産の維持と農業経営の安定を図るための農用地の利用集積などの施策を推進する

と書いてあります。また、高齢化・人口減少が進んでおり、担い手や後継者不足、

顕著な地域等については、各種事業等を活用しながら、新しく荒廃農地の発生防止

や自然環境に向けた取り組みを支援していくとしています。 

３番目の農用地等の保全のための活動では、農業委員会・ＪＡなどの関係機関の

連携強化と活動の充実に努め、認定農業者など意欲ある担い手への農用地の利用集

積を進めるとともに、生産基盤整備等により農用地の集団化を促進し、遊休農地の

解消に努め、多面的機能支払事業等の実施により荒廃農地の発生を防止すると書い

てあります。 

９ページの第４、農業生産規模の拡大及び農用地等の利用上の効率的かつ総合的

な利用の促進計画では、１、農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合

的な利用に関する誘導方向、（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標の中で５行

目、そのため、「農業経営基盤強化促進事業」や「人・農地プラン」に位置づけさ

れた地域での中心となる経営体を、効率的かつ安定的な農業経営ができるよう、利

用権の設定及び農作業受委託等の促進を図り、経営体の面的集積により規模拡大を

推進するとしています。さらに４行下で、また、地域の特性に応じて、高収益作物

の導入及び産地形成等を推進するとともに、農業所得の向上と経営の体質強化を目

指します。 

星印の類型設定の基準につきましてはご覧のとおりです。 

１２ページの８行目をご覧ください。２、農業経営の規模の拡大及び農用地等の

効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策につきましては、中核的担い手農

家の育成は、本町の農業施策における重要課題であり、本町農業の発展に大きく寄

与するものであるため、今後、意欲ある農家に農用地の集積を図る方針がありま

す。また、農地移動適正化あっせん事業につきましては、農業振興地域内の農地に

つき権利移動のあっせん、農地の売買、貸借の掘り起こし活動等を行うことで、事

業の実施の推進を図るとともに人・農地プラン等その他措置を活用し総合的に実施

いたします。 

（１）認定農業者等の育成対策につきましてはご覧のとおりです。 

（２）農用地の集団化対策では、人・農地プランにより、農用地利用改善団体の

育成と団体を中心とした話し合いを促進し、個別経営・法人経営・集落営農組織等

の担い手の明確化を図ってまいります。 
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１３ページの（３）農用地の流動化対策につきましてはご覧のとおりです。 

１４ページをご覧ください。第５、農業近代化施設の整備計画を掲げておりま

す。２、農業近代化施設整備計画におきましては、水稲関係の東部カントリー、水

稲・麦関係の西部カントリーの乾燥調整貯蔵施設やイチゴの集出荷貯蔵施設等の記

載があります。 

１５ページでは、第６、農業を担う者の育成・確保施設の整備計画。１、農業を

担うべき者の育成・確保施設の整備の方向の記載があります。 

１６ページの（２）地域密着型介護体制の整備におきまして、本町では介護保険

事業計画に基づくグループホームの施設整備により、農業従事者やその家族等の介

護負担を軽減し、農業を担うべき者の育成・確保を図るとしております。 

１７ページの３、農業を担うべき者のための支援の活動。（１）農業教育の推進

では、学校給食における地元産品の使用推進等を記載してあります。 

（２）新規就農者等の育成・確保では、各種情報提供や就農相談活動等で新規就

農者の円滑な受け入れを支援いたします。 

（３）農村女性の起業活動促進では、認定農業者の共同申請、家族経営協定の締

結、農産加工や野菜等の直売による起業活動を支援いたします。 

（４）就農準備等に必要な資金手当及び生産基盤となる農地の円滑な取得におき

まして、経営の早期安定化や経営基盤の充実を図るため、青年就農給付金の活用や

就農時に必要な機械施設整備に対する助成や融資による支援を行います。 

１８ページでは、第７、農業従事者の安定的な就業の促進計画といたしまして、

１、農業従事者の安定的な就業の促進の目標を記載しています。人・農地プラン等

を活用して経営の法人化や複合化、６次産業化等経営体質の強化やその経営を支え

る人材の確保を図ることを書いてあります。 

次に２０ページをご覧ください。第８、生活環境施設の整備計画。１、生活環境

施設の整備の目標ということで、中ほどに今後は、既存の活動を軸に各種サークル

活動や郷土の文化財の保護・活用を盛んにし、防災・道路・公園・生活排水処理と

いった生活環境の整備を引き続き行い、地域住民の理解を深め、調和の取れた農村

社会の形成を図ることを掲げています。 

２２ページの次に添付しております土地利用計画図につきましては、黄色部分が

農用地区域を示しています。所々に小さいオレンジ色部分がありますのは農業用施

設用地でございます。 

最後になりますが、次からが基礎資料になります。こちらにつきましては、詳細

を省かせていただきます。こちらにつきましては、５ページから６ページにありま

す過去実施いたしました各種農業振興計画の概要や１６ページから１９ページの農
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業生産基盤の整備開発に係る各種事業の実施状況。２８ページから３５ページに農

業近代化施設整備の現状が記載されています。 

説明につきましては、以上でございます。 

○議長（永田義昭君） ここで５分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１８分 

再開 午前１１時２４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） それでは、認定第１号、平成２５年度氷川町一般会計

歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。 

   地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度氷川町一般会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見を付して、議会の認定に付するものでございます。決

算の認定につきましては、配付しております別冊の資料、平成２５年度における主

要な施策の成果に関する調書の中で、事業の内容等を詳しく記載しておりますの

で、決算の概要についてご説明申し上げたいと思います。 

   まず、決算書の歳入の部の１ページ、２ページをご覧ください。５款の町税でご

ざいますが、予算現額、調定額、収入済額は記載しておりますので、省かせていた

だきます。不納欠損額、５項の町民税で７９万６,７３８円、１０項の固定資産税

で２３６万２,１２６円、１０項の軽自動車税では１４万円であります。また、収

入未済額は５項の町民税で１,９５１万６,９４７円でございます。１０項の固定資

産税で２,７５９万３３４円、１０項の軽自動車税では、１４８万７,０００円でご

ざいます。 

続きまして、３、４ページをご覧ください。５５款の分担金及び負担金、１０項

の負担金で１０９万７,７１７円の収入未済額がありますが、養護老人ホームの入

所者負担金、それと保育料でございます。６０款の使用料及び手数料、５項の使用

料１２万３,８６０円の収入未済額がありますが、町営住宅使用料と駐車場使用料

でございます。６５款の国庫支出金、１０項の国庫補助金で収入未済額と予算現額

に５億４,２００万円ほどの差がございますが、これは６月定例議会において繰越

明許費、繰越計算書でご説明しましたが、農業体質強化基盤整備促進事業、町道吉

本本山線改良事業、学校施設環境改善交付金事業、竜北西部小学校と竜北中学校の

校舎耐震補強大規模改造事業等の財源であります。平成２６年度への繰越事業に係

るものでございます。７５款の財産収入、１０項の財産売払収入で収入済額と予算
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額と２,２４０万円ほどの差額がありますが、これについても、６月定例議会にお

いて繰越明許費、繰越計算書で説明いたしましたが、町道吉本本山線改良事業の財

源に充てた、既収入特定財源の繰越しを行っています。 

続きまして、５、６ページをご覧ください。９９款、５項の町債で収入額と予算

現額との差、６億５,６７２万円は繰越事業に係る部分と実際の借入額の差額の合

計でございます。 

以上で、歳入につきましては説明を終わらせていただきます。 

続きまして、歳出に移りまして７、８ページをご覧ください。１５款の民生費、

１０項、児童福祉費での翌年度繰越額３１４万３,０００円は、その他委託料で、

子ども子育て支援計画策定用ニーズ調査委託料分でございます。２５款の農林水産

業費、５項の農業費での翌年度繰越額１億７,８７９万円は、主なものとしまして

は、農業体質強化基盤整備促進事業でございます。３５款の土木費、１０項の道路

橋梁費で翌年度繰越額３億６,０４５万２,０００円は、町道吉本本山線道路改良事

業分でございます。 

続きまして、９、１０ページをご覧ください。４５款の教育費、１０項の小学校

費、１５項の中学校費での合計の翌年度繰越額７億３,７１１万２,０００円は、竜

北西部小学校耐震補強大規模改築工事、竜北中学校校舎耐震大規模改造事業でござ

います。 

続きまして、１４９ページをご覧ください。実質収支に関する調書ございます。

歳入総額７３億５８１万８,４５９円、歳出総額６７億８,６４８万７,１２１円

で、歳入歳出差引額５億１,９３３万１,３３８円でございます。翌年度へ繰越すべ

き財源の繰越明許費繰越額８,１７４万７,０００円を控除いたしまして、実質収支

額は４億３,７５８万４,３３８円となります。実質収支額のうち、地方自治法第２

３３条の２の規定による基金繰入金につきましては、１億円といたしております。 

次に１５０ページからは、財産に関する調書でございます。１５１、１５２ペー

ジの公有財産の総括表でご説明いたします。土地及び建物の年度中増減があった主

なところのみ説明させていただきます。 

   まず、行政財産の本庁舎面積８２１.２７平米の減少につきましては、地籍調査

での変動によるものでございます。その他の行政機関のその他の施設の建物の非木

造面積９７３.２平米の減少は宮原振興局旧館の解体を行ったことによるものでご

ざいます。公共用財産の学校の１,５３７平米の減少は竜北中学校、竜北東小学校

の地籍調査による変動によるもの及び宮原小学校プールの井戸用地を売却したもの

でございます。その他の施設では、１,９２２.８平米の面積の増は竜翔センター、

文化センター、共同調理場、防災倉庫、屋内ゲートボール場、竜北グラウンド、野
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津交流館、物産館の地籍調査による変動によるものでございます。建物の非木造で

３４平米の延面積の増は、社会体育施設を解体し、防災備蓄倉庫を新築しました差

し引きの面積でございます。 

   次に普通財産の土地の宅地面積の８５３.３１平米の減少は、地区公民館の敷

地、商工会館敷地、旧南部集会所、旧吉野農協敷地等の地籍調査による変動したも

のでございます。建物の非木造面積の４６９.７１平米の減少は旧吉野農協事務所

解体によるものでございます。田畑の面積の２８平米減少につきましては、実習田

の地籍調査により変動したものでございます。その他の土地の面積１,９２４.７１

平米の減少は野津の火葬場跡地の地籍調査による変動及び大野の火葬場跡地を売却

したものでございます。 

   １５７ページ、１５８ページの山林有価証券の増減はございません。 

   １５９ページ、出資による権利についても増減はございません。 

   １６０ページをご覧ください。物品につきまして、普通小型貨物車及び特殊車、

社会福祉協議会へ貸与していた分が計上漏れしていまして、今回、判明いたしまし

たので追加計上したものでございます。 

   ３、債権につきましては、奨学資金貸付金の貸付及び償還が行われており、平成

２５年度は償還金が上回ったため、１９９万円の減となっております。郡医師会貸

付金につきましては、１,７９２万４,０００円の償還があったものでございます。 

   １６１ページをご覧ください。基金の財政調整基金の決算年度中の増減高が３６

５万１,０００円の増となっていますのは、利息を積み立てたものでございます。

合併振興基金の５,９１６万６,０００円の減につきましては、ソフト事業へ充当し

たものでございます。竜北物産館運営基金の４８２万６,０００円の増は、寄附に

よりまして積み立てたものでございます。図書館建設基金につきましては、八火図

書館建設事業の財源といたしまして、４,７００万円を新たに積み立てたものでご

ざいます。 

   最後に１６３ページをご覧ください。土地開発基金運用調書につきましては、基

金の積み立て状況でありますが、決算年度中、増減高で４９５万２,１９６円の減

については、運用実績がありまして、運用状況、土地明細書をご覧いただきます

と、宮原振興局及び八火図書館新築事業、町道旧国道２号線道路改良事業での用地

買収で面積１３４.８２平米分の金額が５０９万６,１９６円でございます。なお、

土地明細書との金額の差額につきましては、利息があるためでございます。 

   以上で、平成２５年度氷川町一般会計歳入歳出決算書の説明を終わらせていただ

きます。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（山下 剛君） 認定第２号、平成２５年度氷川町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。地方自治法第２３３条第３項の

規定により、平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委

員の意見を付けて議会の認定に付するものでございます。 

   １、２ページをお願いいたします。歳入につきまして、５款の国民健康保険税に

対する不納欠損額が４４３万７,３００円で、そのうちの主なものとして、医療給

付費滞納繰越分が３６１万９６円で対象世帯数は３０所帯となっております。 

次に、事項別明細書の１１、１２ページをお願いいたします。歳入です。５款、

国民健康保険税の現年分の収納率は９６.３％となっております。過年度分につき

ましては、収納率２０.８％となっております。 

続きまして、１９、２０ページをお願いいたします。歳出です。１０款、保険給

付費で１２億８,６６１万７,７７２円は前年比０.１８％の減となっております。 

３１ページの実質収支に関する調書をお願いします。歳入総額２０億８,４２３

万８,９１３円、歳出総額１９億６,８２１万４,３８０円、歳入歳出差引額１億１,

６０２万４,５３３円です。 

次のページの財産に関する調書についてです。国民健康保険基金の決算年度末現

在高は４,４２１万４,５８０円となっております。 

以上で、認定第２号、平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定の説明を終わらせていただきます。 

続きまして、認定第３号、平成２５年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定についてご説明いたします。地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成

２５年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて、議

会の認定に付するものでございます。 

３３、３４ページをお願いいたします。歳入につきましては、５款、保険料に対

する不納欠損額が１３１万７,１００円で、対象者は４５名となっております。 

次に、事項別明細書の４１、４２ページをお願いします。介護保険料の収納率に

つきましては、現年度分の収納率は９９.１％となっております。過年度分につき

ましては、収納率１３％となっております。 

続きまして、５１、５２ページをお願いいたします。歳出につきましては、１０

款、保険給付費の支出済額は１１億６,９８４万９６円で前年比５.９％の増となっ

ております。 

５９ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額１３億

４,８７２万８,９４７円、歳出総額１２億４,０５７万７９５円、歳入歳出差引額

１億８１５万８,１５２円です。 
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次のページの財産に関する調書についてです。介護給付費準備基金の決算年度末

現在高は６,４４９万８,０９３円となっております。 

以上で、認定第３号、平成２５年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算認定の

説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（前崎 誠君） 認定第４号、平成２５年度氷川町下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。地方自治法第２３３条第３項の

規定により、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員

の意見を付けて、議会の認定に付します。歳入歳出決算書綴の６７ページから６８

ページをご覧ください。歳入でございますが、５款、分担金負担金の５項、分担

金、５目、分担金におきまして、収入未済額が１,３３１万６,３００円でございま

す。１０款、使用料及び手数料、５項、使用料、５目、下水道使用料でございます

が、１,３０１万５５０円の収入未済があっております。 

続きまして、歳出でございます。７１ページから７２ページをご覧ください。歳

出につきましては、５款、公共下水道事業費、５項、公共下水道事業費におきまし

ては６１０万８,８７１円の不用額が生じております。 

７５ページから７６ページをご覧ください。１０款、個別排水処理事業費、５

項、個別排水処理事業費につきましては、２２万６,７８６円の不用額が生じてお

ります。１５款、公債費、５項、公債費におきましては、３０万６５０円の不用額

が生じております。２０款、予備費、５項、予備費では、支出があっておりません

ので、当初予算額５０万が不用となっております。 

続きまして、実質収支についてご説明いたします。７７ページをご覧ください。

歳入総額６億８,３０６万９,３３９円、歳出総額６億６,２３０万２,６９３円で、

歳入歳出差引額が２,０７６万６,６４６円でございます。実質収支額も同額でござ

います。 

７９ページから８０ページまでは公有財産に関する調書が記載されていますの

で、ご覧いただきたいと思います。認定第４号、平成２５年度氷川町下水道事業特

別会計歳入歳出決算について、説明を終わらせていただきます。 

続きまして、認定第５号、平成２５年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決

算についてご説明いたします。地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２

５年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議

会の認定に付します。 

歳入歳出決算書綴の９０ページから９１ページをご覧ください。まず、歳入でご

ざいますが、１０款、繰入金、３項、一般会計繰入金の収入済額が３,９１５万８,
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０００円と１５款、繰越金、５項、繰越金の収入済額が１３万６,９３２円となっ

ております。収入合計といたしまして、３,９２９万５,１４２円で予算減額と収入

済額との比較では、５万３,１４２円の増となっております。 

続きまして、歳出でございます。９２ページから９３ページをご覧ください。そ

れぞれの款におきまして、大きく不用額が生じた項目がございませんので、説明を

省略させていただきたいと存じます。 

続きまして、実質収支についてご説明いたします。９４ページをご覧ください。

歳入総額３,９２９万５,１４２円、歳出総額３,９１８万７,７０８円で歳入歳出差

引額が１０万７,４３４円でございます。実質収支額も同額でございます。 

９５ページには、公有財産に関する調書が記載されていますので、ご覧いただき

たいと存じます。 

以上、平成２５年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の説明を終わ

らせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 認定第６号、平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。地方自治法第２３３条第３項

の規定により、平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監

査委員の意見を付けて議会の認定に付するものでございます。 

９６、９７ページをお願いいたします。歳入につきましては、５款、後期高齢者

医療保険料の収納率は９９.３％となっております。不納欠損額が２１万４,０００

円で対象者は６名となっております。 

次に、事項別明細書の１０２、１０３ページをお願いいたします。２０款、繰入

金につきましては、一般会計より保険基盤安定繰入金として、４,３２１万３,３４

３円を繰り入れております。 

１０６、１０７ページをお願いいたします。主な歳出は、１０款、後期高齢者医

療広域連合納付金が１億４,６５３万４,４４３円で前年比１.４％の増となってお

ります。 

最終ページの１１０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳

入総額１億５,０５４万９,８４０円、歳出総額１億４,９４１万６,７６４円、歳入

歳出差引額１１３万３,０７６円です。 

以上で、認定第６号、平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定の説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 次にこの決算の認定について監査委員から審査意見書が提出さ

れておりますので、その説明を求めます。本田代表監査委員。 
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○代表監査委員（本田孝志君） 決算審査の報告をいたします。平成２５年度一般会計

及び特別会計決算が議会の認定に付するにあたり、審査の結果について報告を求め

られましたので、ご報告いたします。７月１０日付けで町長より審査に付された一

般会計歳入歳出決算書、各特別会計決算、基金の運用状況及び財産の運用状況につ

いて地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定により、監査委

員の審査に付す旨の通知がありましたので、予算の執行、事務事業の執行、財産管

理等について関係各課の協力を得、現状の把握を行い、意見書を取りまとめ、８月

２６日、町長に提出した次第であります。審査にあたり審査の主眼点は、監査必携

に記載してあります決算審査の着眼点に沿って行いました。それは、１、各会計の

歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書等は関係法令に基づいて作成されてい

るか。２、決算書の係数は正確か。３、歳入歳出決算書及び同事項別明細書の科目

及び予算計上額は予算書及び事項別明細書と一致しているかなどでございます。審

査の結果は各会計の決算書及び同事項別明細書実質収支に関する調書、財産に関す

る調書などは、地方自治法施行令施行規則に示された様式に基づき作成されており

ます。またその係数については、一般会計、平成２４年度よりの繰越額を除き、適

切に行われたものと認めます。 

   以上、簡単ではございますが、報告いたします。詳細については、各会計、歳入

歳出意見書及び基金運用状況審査意見書に記載しておりますので、ご覧いただきた

いと思います。以上です。 

○議長（永田義昭君） 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

   まず、議案第２８号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第２９号について質疑はありませんか。江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 今回、議案第２９号、３０号、それから３１号、それぞれ関連

するということで、総務課長のほうから説明を受けたところですが、基本的な考え

方をちょっとお伺いします。この保育事業に関しては、今まであった保育施設以外

にこれから新しく認められるもの、家庭的保育事業、それから小規模保育事業Ａ、

Ｂ、Ｃ型、家庭的保育事業を含めて、これらの保育事業が今の保育園・保育所を除

いて、認めますよという中身がある基準を設けてですね、概略、こういう保育事業

をしていいですよというふうに書いてあると認識していいんですかね。例えば、家

庭的保育事業については、基準を満たせば１人以上５人以下の家庭的保育事業を、

これは認めるというのは市町村が認めるんですかね。こういうものを今後認めてい

きますという条例というふうに理解してよろしいですか。 
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○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（中島 正君） 所管は町民環境課でございますので、簡単にご説明申

し上げたいと思います。 

   まず、子ども・子育て法案に関連がありますが、今までは保育所・保育園につき

ましては、厚生労働省が所管でありました。そして幼稚園につきましては、文部科

学省が所管しておりましたが、子ども・子育て新法によりまして、内閣府が一括窓

口になりますということで、法がなされております。それによりまして、これまで

やっておりました事業は総合窓口という形になりますが、基準が今までそれぞれご

ざいました。と言いますのが、文科省では保育指針という形もありますが、幼稚園

につきましては、幼稚園施設整備指針という形で設けてあります。それぞれがちょ

っと違いますよということで、窓口が内閣府がしますということでありますので、

大もとの児童福祉法に絡む基準、施設基準、設置基準を準じた形で、中身を変えま

しょうということで、今回、国のほうから家庭的保育も含めた条例をそれぞれの市

町村が権限委譲を考えて先々を見越して条例を制定しなさいということで指令を受

けておりまして、そういう形であります。今回、ご質問がありましたように、この

基準を満たせば、どうなのかということでございますけれども、基本的には、需要

と供給のバランスを考えて精査し、認定までは当町におきましては、子ども・子育

て会議という部分の外部団体がございますので、そこで精査いただきまして、町長

のほうで答申を受けまして、それを元にして認定するかしないかというのは、町の

決定事項という形で今のところは進められております。ただ、詳細につきまして

は、まだ詳細にあたって国の指導がございませんので、それを元にして再度詰めて

いきたいというふうに思っております。 

以上でございますが、よろしいでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 需要と供給、基本的には需要と供給ということは、待機児童が

いなければ認められない。例えば地域的に保母の免許を持った人が自分の家でこの

基準に満たされる１.６５平方メートル、一人当たり。こういう施設を自分の家に

つくって、５人以内で子どもたちを６０歳、定年したあとみていこうかなというよ

うな、そういうことを考えたときに、この家庭的保育事業に参入していきたい、そ

の地域の子どもたち、自分の地域の子どもたちを、その保母さんのＯＢが、近くの

何とかさんを呼んで家庭的保育をやってやろうというふうなことで申請を出した場

合には、それは町長が認めるか認めないかということなんだけども、需要と供給の

バランスからいけば、すでに氷川町の場合には、定員に満たないところもあるとい

うところからいくと、この条例に則した家庭的保育事業はできないということにな
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るんですか。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。 

○町民環境課長（中島 正君） 今のご質問でございますけれども、端的に申し上げま

すと、できないじゃありません。あくまでも申請基準に満たせば、まず、事務局が

精査し、そして子ども・子育て会議の中、諮問機関で答申していただいてから町が

決定するという形になります。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 基準に合ってても認められないことがあるという、課長の説明

ですよね。だから、私が言いたいのは、例えば今、バスに乗って行っているんだけ

ども、自分ところの地域に家庭的保育をやってくれる、知っている元保育所のおば

ちゃん、ＯＢがいて、その方がその事業を始めようとして、地域の人たちの子ども

たちがあそこに預けたら安心ねというような地域でやるとなったときには、基本的

に基準を満たしていれば認めてやるということよりも、ほかの保育園・幼稚園を見

て、空きがあるんだったら、あそこに行きなさいよというふうに町は指導するとい

うことになるんですね。今の話からいけば。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。  

○町民環境課長（中島 正君） 今回答しましたように、基本的には質と量のバランス

という形で検討させていただきたいということで、一応お話ししました。最終的に

は、子ども・子育て会議の中の外部団体の答申に基づいて、町長が判断する、町が

判断するということでありますので、保育ママの話も含めてですね、詳細が分かり

次第、再度、その中身につきましては、子ども・子育て会議の中でご説明申し上げ

て、ご理解をいただいた上で精査していただければというふうに今のところは考え

ております。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第３０号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第３１号について質疑はありませんか。江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 議案３１号の中身ずっと読ませてもらいましたが、今の学童保

育について、この条例を制定したときに、うちの３カ所の学童は基準に満たされて

いますか。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。  
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○町民環境課長（中島 正君） 基準に満たしているかということでございますが、現

状といたしましては、竜北西部小学校が６８名受け入れされております。また、竜

北東小学校が３１名、宮原小学校が３８名を受け入れされておるということで、今

のところ聞いておりますが、先々、どういうふうな形で推移していくかというの

が、子ども・子育て会議を中心としてニーズ調査をさせていただいた中で、平成３

１年度にはどうかということを判断の下に、この基準に合えばどうかというふうに

考えておりますが、現状としては基準を今の基準に満たしているというふうに判断

しております。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 基本的には平成３２年３月３１日までの施行猶予があるという

ことなんですが、今、お伺いしたのは、児童１人につき概ね１.６５平方メート

ル、これは現在の学童において満たされていますかということ。要するに満たされ

ていれば問題ないんだけど、満たされてなければ３１年度末まで今のまま、ぎゅう

ぎゅう学童を入れておくんですかということをちょっとお伺いしたいんです。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。  

○町民環境課長（中島 正君） 失礼いたしました。要は面積要件、キャパがどうかと

いう話だと思いますが、これにつきましては、今のところ西部小学校がちょっと狭

いかなという感じは受けておりまして、これにつきましては、今、現在、西部小学

校は空き教室を利用したということで、今、耐震工事をされておりまして、プレハ

ブに仮でされております。先々は状況を踏まえまして、新設できないかという検討

を今のところしているところでございます。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） もう一つですね、放課後児童支援員ですね。この放課後児童支

援員にも基準が出てきた。そして支援の単位ごとに２人以上としますよ。これら

も、今回基準を出してこられてますが、今の放課後児童支援員について、今のまま

で学童保育ができるのかどうか、３１年度末まではこのままでいくけど、現在、そ

の支援員の人が基準に満たしてない状況で学童を任せるのか、そこのところはどう

なんでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。  

○町民環境課長（中島 正君） 支援員さんの資格がどうなのかということでございま

すけれども、現状としましては、資格はある方とない方がいらっしゃいます。現実

にどうするかということで国のほうに問い合わせておりますが、回答としまして

は、国が資格を与える研修を行いますと、もし資格をお持ちでない方につきまして

は、研修を受けられて認定できれば資格を与えますと。それで対応できますという
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ことを聞いておりますので、各小学校でございますけれども、児童クラブにつきま

しては、そういう形で支援員さんの資格取得に向けた支援をしていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第３２号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第３３号について質疑はありませんか。米村議員。 

○９番（米村 洋君） ５ページのですね、この債務負担行為の補正なんですが、この

業務委託、このへんの業者選定はどのように考えてみえるのか、ご答弁いただきた

いのですが。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（木本栄一君） まず、最初の氷川町まちつくり酒屋管理業務委託につ

いてご説明いたします。 

   こちらのほうは非公募によりまして該当する団体といたしまして、宮原まちづく

り株式会社を考えております。公募によらず町の活性化及びまちづくりのために設

立された第三セクターである宮原まちつくり株式会社による管理が最適であると考

えているためでございます。非公募です。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 氷川町福祉センター等管理業務委託についてでござい

ます。公募、非公募につきましては、非公募を考えおります。非公募の理由としま

しては、現在、指定管理者として受けていただいておりますけれども、社会福祉協

議会につきまして、社会福祉法第１０９条の規定によりまして、地域福祉の推進を

図ることを目的として知事の認可を受けて設立された社会福祉法人であるというこ

とと、福祉センターは地域福祉活動の拠点として設置された施設であるため、社会

福祉協議会が運営することで行政施策の推進が図られると同時に地域福祉の推進の

ために、社会福祉事業の継続的な事業展開が望まれると考えております。 

   以上です。 

○議長（永田義昭君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（尾村幸俊君） 続きまして、氷川町竜北物産館と農産加工研修センタ

ーにつきまして申し上げます。両方とも非公募のほうで検討しております。現在、

有限会社まちづくり振興会のほうで行っていただいております。町が２分の１以上
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出資する公共的性格を有する法人であるということ。その目的につきましては、管

理委託、町内の特産品の販売・展示・宣伝、また町の情報を発信するという目的で

設置されたものであるということ。それと補助事業につきます設置施設でございま

すので、事業の目的を効果的に達成する必要があるかと考えております。 

   以上です。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西田美子君） 立神峡公園管理業務につきましては、前回も今回も公

募を考えております。現在、立神峡公園管理組合のほうが管理委託業務を請け負っ

ていますけれども、今回の委託につきましても公募を考えております。 

   以上です。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 非公募と公募ということの業者選定は分かったんですが、この

最後の氷川町立神峡、これは公募をやって、従来どおり入札制度でやるということ

だね。しかし、安くても経験がなければできないということを大前提で考えている

わけでしょ。今までの従来どおりの契約は。今後においてもですね、経験がなけれ

ばという大前提を踏まえてですね、そのへんのところ勘案して考えて、結局入札を

やられたらどうでしょうか。どうですか。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西田美子君） ありがとうございます。前回の反省点も踏まえまし

て、公募の選定につきましては、また選定基準のほうも考えさせていただきたいと

思っております。経験につきましても、前回のパーセントにつきまして若干の見直

しがあるかと思いますが、審査の項目の中には当然入りますので、そのことも含め

まして検討をしていきたいと思っております。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 課長、ぼくが言っているのは入札の中で、入札の上限あるけれ

ど安い高い別にして実績を最優先すべしということを言っているわけだね。その辺

のところをよく検討して入札制度を行ってくださいねという要望しているわけです

よ。その辺のところちょっとご答弁いただきたい。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西田美子君） ありがとうございます。現在、立神峡公園管理組合の

ほうで管理をいただいております。現在、商工観光課と連絡を密にしながら、管理

を順調にさせていただいておりますので、十分そのことも考えながら選定を進めた

いと思いますので、どうぞご理解をお願いいたします。 

○９番（米村 洋君） はい、分かりました。 
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○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。 

ここで５分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時１９分 

再開 午後０時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） ３点ほどお伺いします。１３ページの児童福祉総務費、保育認

定事務用臨時職員賃金というのは、今回の条例と関係あるのかどうかを一つお伺い

します。 

それから、２点目が１４ページの墓地公苑費、今回、返還金が出ておりますが、

現在の利用状況、それから残、どのくらい墓地公苑残っているのか。それと三つ目

ですね。今回、管内図をもらいまして、各道路維持、それから道路改良新設、橋梁

河川、河川修繕、全部は載っていませんけれども、この図面を見ると、大体町長の

ところに偏っているのかなというような感じを受けますが、それはいいですけれど

も、建設課長は地区要望ですよというのが、道路新設改良の工事請負費、高塚の地

区要望ですよ。それから河川改修も高塚の水路の地区要望ですよ。 

それから１７ページの道路維持修繕費、１０路線ありますけども、１０路線の地

区要望ですよという説明をされました。この地区要望の選定基準、優先順位、これ

らはどこでどうやって誰が決めておられるかをちょっとお伺いします。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。  

○町民環境課長（中島 正君） まず、１点目の質問でございますけれども、今回の提

案、お願いしている部分の条例とこの賃金の予算要求については関連があるかとい

うことでございますけれども、関連はございません。 

   それともう１点がですね、墓地公苑の利用状況はどうかということであります

が、はっきりした数字を持ってきておりませんが、２０２区画のうち、まだ３０だ

ったと思いますけど、というのが回答になりませんので、後日数字をご提示したい

と思いますがよろしいでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（前崎 誠君） 江嵜議員の質問にお答えいたします。平成２６年度

地区要望は、１２０カ所余りあがってきまして、地区で優先される場所等が順位付

けを一応させていただきます。それと町のほうも現地を見て緊急性がある、早急に

対応が可能な所、そういったやつを洗い出しまして町内全体を見るんですが、早急

に対応が可能な、取りかかれるのが可能な所を選定して、予算査定にあげるという
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ことにしております。今回あげました道路維持修繕の修繕につきましては、宮原地

区４カ所、竜北地区６カ所との１０カ所、それと道路維持修繕工事については、舗

装の老朽化をしている所が２カ所、道路の維持が必要な所が２カ所、道路改良につ

きましては、現在、用地測量して地権者の了解をあげてありましたところを早急に

整備したいというところであげております。それと河川につきましても、そういっ

た高塚につきましても、一応、緊急性があるというところで、補正予算にお願いし

ているところで、そういった地区の順位付け、町で現地を見たときの判断と緊急性

等を勘案して計上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） １３ページの中島課長の答弁でいきますと、条例に関係がな

い、しかし補正であげました。じゃあ何するんですかというとこまで答えていただ

くとよかったんですが。もう一つ、質問を追加させてもらいます。 

   それから建設課長、今の話でいくと、建設課長が要するに予算を町長にあげる、

自分で、建設課長が決めてあげるという手順ですか。 

○議長（永田義昭君） 町民環境課長。  

○町民環境課長（中島 正君） 失礼いたしました。この条例につきましては関係ない

と。なぜあげているかということでございますけれども、子ども・子育て法律に基

づきまして、町の事務事業が増えております。と言いますのが、その法律に基づい

て、町が事前に保護者、事業者の方から認定申請をしていただくという事務が増え

ておりますし、それに呼応する形で町は認定、まず保育が必要だという認定が、事

務が必要になります。その部分が１０月、１１月に山がありますので、事務量が増

えますので、その分で残念ながら２カ月ほど賃金で臨時職員さんを雇えないかとい

うことで要求しているところでございますので、どうかご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（前崎 誠君） 先ほどのご質問ですが、区長さんと現地立会いをい

たしまして、現地の緊急性等を町建設係の職員で現地を確認し、判断いたします。

私のほうで緊急性があるという判断をしまして、町長査定、町の財政部局の査定を

受けて予算計上させていただいているものです。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 先ほどの中島課長の答弁からいくと、当初でもあげられるんで

すね。いつも１０月、１１月にピークがあるような気がしますので、もしあれでし

たら補正じゃなくてもいいのかなと思いました。新しい事業が入ってきたのかなと

思いましたので、一応、お伺いしました。 
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   町長、今の地区要望をどう取り上げるかというのは、各地区に職員を配置されて

いる、それから課長、これだけいますね。バランス的なものも含めて、例えば地区

要望検討委員会をつくって皆さん、課長たちの意見も含めて、特定の人の声だけで

地区要望が認められていくんじゃなくて、ある程度、そういう組織化されて、町長

が最終的に判断するという流れがいいのかなと。というのは、うちの地区は要望を

ずっと出しているんだけども、非常に要望が採用されない。それは多分、建設課長

がここはせんでよかと言っているから採用されないんですよね。今の話からいく

と、緊急性がない。じゃあそこの所、課長がいつも通っているのかどうか、その道

路舗装補修してください。で、課長が通っている所はわかるかもしれない、その日

現地に行ったときに、その分は地域としては要望出しているけども、認めていただ

けないというのが、偏るという言い方はおかしいかもしれませんけど、そういう地

域の状況も含めて、そういう検討委員会をつくられるというようなことは考えてお

られないかどうか、そこのところ町長よろしくお願いします。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） まず、最初に誤解を招くといけませんので、町長の近くだけが

いくつかあるかというような話をされましたけれども、私が特別にその地区を、自

分の地区にこういった工事をしたことはございませんので、まずは、それはご認識

をいただきたいというように思います。その上で、先ほど課長が申し上げましたと

おり、地区要望多数あがってまいります。それぞれ担当課のほうで、その現状把握

をして対応しているところでありまして、要望があがってきた分につきましては、

基本的にはすべて必要なものがあがってきているわけでございます。それをやはり

順位付けをしていかなくてはなりません。それにつきましては、やはり担当課のほ

うできちんと現状把握、あるいはそれぞれの、道路につきましては道路整備計画が

ございますし、橋梁につきましても、橋梁の改修の計画がございます。あるいは、

それぞれの諸々の基本的な計画もあるわけでございますので、そのあたりも勘案し

ながら担当課のほうで判断をし、決定をしてきております。今、検討委員会をつく

ったらどうかということでございますが、じゃあ、その検討委員会のメンバーはど

ういったメンバーでやるのか、職員であるということになりますと、またいろん

な、個人的な異論がぶつかってしまうという話になりますので、やはり仕事を行い

ます担当課の判断に任せていただきたいなというふうに思っております。しかしな

がら、やはり地域のバランス、必要性というものは当然でございますし、そのこと

は各区長様にもですね、必要な要望につきましては、できる方向を目指して、今、

一生懸命考えていきますということで、それぞれにお伝えをしているところであり

ます。 
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○議長（永田義昭君） いいですね。 

○５番（江嵜 悟君） はい。 

○議長（永田義昭君） ほかにはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第３４号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第３５号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第３６号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第３７号について質疑はありませんか。江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） これ、農業振興地域整備計画の変更、これは大変重要な計画で

すよ。それを議会でこのまま何も質疑なしで通すというか、何も聞かずにいくわけ

にはいきませんので、これについてたくさんお伺いしたいと思います。 

まず、先ほどの課長の説明からいくと、計画策定年度、平成２０年度合併時点に

竜北と宮原の農振計画をくっつけたと、今回２６年、６年経って、５年ですかね、

計画見直しをやりました。概ね１０年間の計画と考えています、というふうに言わ

れました。そこでこの農振の見直しの計画、全部読んできました。まず、欲しいも

のが一つあります。その付図、農業生産基盤整備開発計画図、それから農業近代化

施設整備計画図、農業就業者育成確保施設整備計画図、これらを配っていただけな

かった。これについてよろしければいただきたい。 

１ページです。メモしてください。今回、１ページで土地利用の構想ということ

で、インターチェンジ周辺について、近隣集落への住宅建設と商業地としての誘導

並びにインターチェンジに隣接した工業用地への企業誘致、周辺の農業生産の基盤

となる優良農地の確保、住宅開発等のバランスをとりながら、そういうふうにこの

土地利用の構想を考えていますよという一番大きな頭にそれを入れてあります。 

２ページ目に現在の農用地が１,８４４ヘクタールあります。２４年度現在。目

標の平成３２年度には１,８７１ヘクタールに増やします。これは、先ほどの説明

でいくと地籍調査で増えますというふうに説明されたかと思います。そこで住宅地

の欄を見てみると、３０２ヘクタール、概ね８年後ですかね。８年後には２ヘクタ
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ールしか増えません。そういうふうに農振計画ではなっています。国土利用計画が

終わって、本年度ですか、土地利用計画をつくるという計画になっているのは。で

すから、この農振の計画の前に土地利用をつくるべきだと、何度も、１期目の議員

のときに言ってきたんですけれども、実質的には土地利用がないので、住宅地につ

いては２ヘクタールしか増えませんよ。こういうふうに農振ではあげてます。それ

から、農振を外す主な理由として、そこに書いてあるのが、集落区域内介在する農

地で団地規模が１ヘクタール以下の農用地、農業の近代化を図ることが相当でない

と認められる農用地、具体的な建築計画がある農家住宅、分家住宅等の建設予定農

地というのが３番目に書いてあります。 

それから、４ページ目には一番下の表、現況と将来の農地、この将来というのが

どこを指すのかわかりませんが、この現況と将来、増減分、ここのところと前ペー

ジの２ページの計画とどういうふうに、相違があるのか、見てる場所がどこなのか

ということを教えていただきたい。 

それから、５ページに今回初めて聞く、ホタルと共存できる田園の町、これが総

合振興計画のどこに載っているか教えてほしい。 

それから、６ページ、現在、分かっている農業生産基盤整備開発計画はこれだけ

なのかどうか。ほかにはないのか。 

それから、その他事業との関連、特になし。特になしと書いてあるよ。これはこ

の土地利用計画の構想にインターチェンジ周辺の宅地開発、住宅整備、そういう他

事業との関連で、そのインターチェンジ周辺開発の構想に関わるものがここに関連

してこないかどうか、そこをお伺いします。 

それから８ページ、８ページに高齢化人口減少が進んでいる、町長も前回の６月

議会でも人口増は見込めない。そういうふうに話をされています。 

しかし、資料の３ページ、氷川町の総人口現在、これ多分、告知を出してきたか

らこうなっているかと思いますが、２２年、現在１万２,７１３人、２７年、来年

ですよ。来年１万３,０００人、来年１万３,０００人に、町長、ならないと言って

ますよ。農業振興課長。３２年には１万４,０００人に計画がなっています。これ

は前回の質問のときに総合振興計画を町長は見直す。そう言いながらもこの計画。

やはり人口増ですよ。ここのところもなぜこうなったかを教えてほしい。 

それから、９ページ、農家の皆さんに高収益作物の導入や産地形成の推進、農業

所得の向上、概ね６００万円以上、目標農業所得。この目標年度、これはいつを言

っているのか。現在の農業所得がいくらなのか。それを教えてください。 

それから１６ページ、１６ページに地域密着型介護体制の整備ということで、竜

北西部地区に今度グループホームをやりましょう。そのグループホームには、１６
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ページの一番下に書いてありますよ。そのグループホームには農業就業者またはそ

の家族しか入れないのかどうか。農振計画の中でこういうところまで基準を決めて

いくのか。グループホームの担当課長でここがわかるんであれば、教えていただき

たい。西部小学校エリアにつくる分が農業者またはその家族しか入れないグループ

ホームをつくるのか。 

それから１８ページ、この１８ページの表があります。この中身、何もなくて総

計だけ書いてあるけれども、これはどういう意味なのか。農業従事者の恒常的勤務

の方、自営兼業の方、出稼ぎの方、臨時雇いの方、それらの仕分けを市町村内、村

外、合計という従業地の分け方になってますけど、なぜ、ここ数字が入ってないの

か。入れなくてよかったんだったら、この表はいらないのじゃないのかなというふ

うに思いますが、２１ページまでの間で、一応、今の質問にお答えください。 

○議長（永田義昭君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（尾村幸俊君） ただ今のご質問にお答えいたします。 

   まず、付図のほうはですね、早急に準備して配付のほう考えたいと思います。 

   １ページ目の件ですけども、下のほうになるかと思います。スマートインターチ

ェンジあたりの内容、企業誘致とか、企業がしているところでございます。具体的

なことがないと今回のこの見直しでは、外せませんという県の指導がありましたの

で、その分は外しておりません。事業に取り組む中で、こういった文言をうたって

いないと事業に取り組めないといったこともございましたので、この文言を将来的

に向けて記入をしたところでございます。 

   ２ページ目ですけども、１,８４４町と目標のほうが増えているということで、

議員おっしゃられましたとおり、地籍調査後、結構農地のほうから現況が、そうい

った農用地ですということで、地籍調査後に見直しで増えていくという現象で逆に

森林・原野のほうが減少したところで、そういったことを計画しております。宅地

につきましては、本当はちょっと分からない部分がございますので、２町というこ

とで、ちょっと少ない数字でございますけども計上したところでございます。 

   次の４ページの表のところですけども、これにつきましては、括弧内のところは

農用地のうちに耕地、作付面積、農用地のところから荒廃面積を引いているという

ところでございます。面積が若干違いますのは、宅地等のそばに農地がある部分が

ございますので、そういったところは除いております。 

   続きまして、５ページ目のところですけども、ホタルと共存のほうは、ちょっと

振興計画の中にどこかあった記憶がありまして、ちょっとページを探すことができ

ませんで、この回答につきましては、調べておきたいと思います。 

   ６ページにつきましては、各関係機関の課におきまして、一応、照会をかけた結
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果でございます。あがってきましたのは、内容がこういった状態だということで掲

載をしたところでございます。 

９ページ目の家族経営の所得のところですけども、概ね６００万円とあります。

県のほうがですね、これに近い数字で一応、この構想をあげてありましたので、農

業経営基盤強化の促進事業、県の事業に基づきました数字で近いあたりで数字をあ

げたところでございます。実際、所得がいくらかというのは、いろんな一軒一軒の

収入、経費とか専従者控除とかいろんな関係が出てくると思いますので、所得が一

概にも把握できない部分が実際あろうかと思っております。 

続きまして、１６ページの地域密着型のところですけども、これにつきまして、

こういったことがあるということで載せておりまして、対象者につきましては限定

ということではないということで考えております。 

１８ページの表のなかですけども、おっしゃられましたとおり、中身ですね、ち

ょっと区分分けができないので、本当はここは簡素化できた状態でよかったのかと

は思っております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 明確なお答えありがとうございました。見解の相違があります

ので、これを突っ込もうとは思ってませんけれども、計画をつくられるというのは

大変だったろうなと思います。よろしければ、農業所得、いろいろあって計算でき

ませんという話ですけれども、計算できなかったら概ね６００万も計算できないの

で、よろしければ、この６００万を対象にした、これで目標農業所得６００万にし

たいというのが、概ね今５００万で、それを６００万にしたいのか、計算できなか

ったら、もうすでに６００万あるかもしれませんよ。だから、いくらを６００万に

したいかというのをちょっと一つだけそこを教えていただきたい。それから、回答

を得られなかったその人口の計画について、どういう見解を、農業振興課長の見解

を、もう町長の見解は前回の議会で聞いていますから、よろしくお願いします。 

○議長（永田義昭君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（尾村幸俊君） 人口につきましてですけども、これも基本構想の中で

うたってあります数字を持ってきたところでございます。農業者人口のほうも全国

的ですけども、減りつつあります。幾分かですね、ある程度で抑えられるような状

態になっていくのが理想かと思います。この基本計画に基づきまして、計画をあげ

ましたものですから、そういった数字を使ったところでございます。 

   以上です。 

○５番（江嵜 悟君） はい。 
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○議長（永田義昭君） いいですね。 

   町長。 

○町長（藤本一臣君） 所得の部分で課長がちょっと答弁しかねておりますので、私が

分かる範囲でお答えさせていただきたいと思います。 

   平成２５年度の農業の粗生産額、氷川町６２億数千万円でございます。それを単

純に農家の数で割りますと、一戸あたり７００万円弱、６８０万円程度だったと思

っていますが、それが粗生産額。それから経費を引きますと、その経費が５割なの

か、４割なのかによっても違いますけども、仮に４割経費がかかったとしますと、

その６割でございますので、４００数十万が所得ということでございます。それを

一人３００万円を目安にして、お二人のところでも６００万円以上という形であげ

ていこうということでございますので、かなり高いハードルでございますけども、

やはりそこを目指していきませんと農業の経営は安定していかないというふうに思

っておりますので、ここを目指して今後もいきたいというふうに思っております。

その他の部分は当然それぞれの意見があるかと思っておりますが、またそれぞれの

審査の中でご意見は聞かせていただきたいというふうに思っております。ありがと

うございます。 

○議長（永田義昭君） いいですね。 

   ほかにはありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

   次に、認定第１号について質疑はありませんか。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） この決算審査については１２月まで持ち越すということで、今

回、主要なところだけ、詳細には聞くなというふうに指示が出ておりまして、これ

だけは聞いておきたいというものを２点だけ、町長のご意見を聞かせてください。

基本的に監査報告、先ほどありましたけども、決算報告ありましたけど、監査の方

から。実質収支が６億８,３００万円出ましたと。これが、うち１億円を基金に積

むんですかね。この６億８,３００万円残りました。繰り越すべき財源を残して。

これはやはり私は先ほど建設課長が地区要望の話されましたけれども、もう少し町

民の方に還元してやる。地区要望はお金がないからじゃなくて、これだけ残ってい

るので、もう少し地区要望を優先してやるっていう形をとられたらどうかな。是

非、それを希望するわけで、地区の方に生活基盤が良くなるような形で、やってい

ただきたいということが一つです。 

それから、私は国保審議会やらせていただいてるんですけども、今回の決算額
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が、差し引き１億１６００万円出ました。これも医療費が減ったというのもあっ

て、来年また増えるかもしれないという担当課長の話がありました。ただ、今、基

金が４,４００万円だったですか、基金があるんですけれども、概ね１カ月分、約

１億円ぐらいに近付くような基金設定を町長のほうで考えていただけないかな。介

護保険については、今年３,０００万円を繰り越すと書いてありましたかね。国保

のほうにも少しずつ、ある程度、一般会計から繰り入れをもらってますけれども、

ある程度積んでいかれて、余裕を持たせていただくっていうのも必要じゃないかと

思いますが、その２点について、町長のご意見をお伺いします。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） まず、１点目の繰越しの部分をですね、現年度でしっかりと使

っていったらどうかというご提案でございますが、地区要望の考え方につきまして

は、私も同感でございまして、できるだけ対応できるようにやっていこうというこ

とで今回も補正をあげさせていただいておりますけども、かなりの部分、ここ数年

ですね、地区要望につきましては、対応してきているつもりでございますし、是

非、ご確認をいただきたいなというふうに思っておりますし、その考え方はよろし

いのかなと思っております。先ほど６億円と言いましたが、５億１,０００万円実

質の収支がありました。繰越の部分を引きますと４億数千万円が実質の繰越の額で

ございます。その財源の内訳を見ますと、ご承知のとおり、地方交付税が予定より

も２億６,０００万円多く入ってきたということでございまして、その分を現年度

で使うという考え方もよろしゅうございますけれども、やはり後年度の負担に備え

て蓄えをするということも必要かなと思っております。本来ならばやはり１億でな

く、２億、３億、私個人としては、財調に積み増しをしたいんですけども、どうし

ても年度初めには現金が不足をいたします。その繰り越しというところでですね、

新たな交付税が入ってきますまでは、つながなければなりません。やはり現金も必

要でございますので、その部分を一気に基金に積んでしまうというのは、よろしか

らんということで、そういった考え方で今数字を扱っておりますが、いずれにいた

しましても、やはり必要な地域のですね、そういった整備につきましては、大いに

応えてできるだけ早く対応できるように今後も頑張ってまいりたいというふうに思

います。 

   ２点目の国保の基金でございますが、これは以前から、再三、議員ともですね、

一般質問等で議論交わして、あったがいいよねと。じゃあ、基金で運用していくの

か、それとも一般財源を毎年毎年投じて運営していくのか、もうどちらかなんです

ね。一番いい形は独立採算でございますので、潤沢な基金があってそれを回しなが

らやっていくのが一番よろしゅうございますが、枯渇した中で、今、少しずつでも
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増やしていこうという段階でございますので、その辺りは、今後是非、国保運営審

議会の中でも大いに議論していただきまして、またご提案をいただければですね、

そういった考え方もありかなと思っております。今、長洲町のですね、まちづくり

が特集を組まれております。その中でも国保財政、あるいは下水道財政のお話が出

ておりました。やはり、私どもも同様の今投資をしているわけでございまして、そ

れに匹敵する部分をですね、きちんと今後財政の負担を耐えられるような運営をし

ていかなければならないと思っておりますので、まず、その辺り等勘案をしなが

ら、今後も是非、考えていきたいというふうに思っております。ありがとうござい

ます。 

○議長（永田義昭君） いいですね。 

○５番（江嵜 悟君） はい。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、認定第２号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、認定第３号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、認定第４号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、認定第５号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、認定第６号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りします。ただいま議題となっております議案第２８号から議案第３７号ま

では、お手元に配りました議案付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第２８号から議案第３７号までは議案付託表のとおり、それぞ

れの常任委員会に付託することに決定しました。 

また、認定第１号から認定第６号までは、次回、定例会までの継続審査とするこ

とにご異議ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

   したがって、認定第１号から認定第６号までは、次回、定例会までの継続審査と

することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 同意第４号 氷川町教育委員会委員の任命について 

日程第２２ 同意第５号 氷川町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２３ 同意第６号 氷川町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２４ 同意第７号 氷川町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（永田義昭君） 次に、日程第２１、同意第４号、氷川町教育委員会委員の任命

についてから、日程第２４、同意第７号、氷川町固定資産評価審査委員会委員の選

任まで一括議題とします。町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（藤本一臣君） 同意第４号につきまして、ご説明をいたします。 

教育委員会委員の任命についてでございまして、次の者を氷川町教育委員会の委

員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、第４条第１項の

規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

住所、熊本県八代郡氷川町新田１６７番地３ 

氏名、太田篤洋 

生年月日、昭和２６年５月１日生まれでございます。 

同氏につきましては、本年４月から教育委員として任命をし、あわせて教育長の

職務にも精励をいただいております。任命の際、前任者の残任期間ということでご

ざいまして、１１月にその任期を迎えますものですから、今回、再任につきまし

て、お願いをするものでございます。４月から教育委員になられまして、あるいは

教育長となられまして、氷川町の教育行政に大いに手腕を発揮していただいており

ます。今後もその手腕が期待できますので、今回、再任のお願いをするものでござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、同意第５号から同意第７号につきましては、固定資産評価審査委員会委員

の選任についてでございます。 

まず、第５号でございますが、次の者を氷川町固定資産評価審査委員会の委員に
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選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるも

のでございます。 

住所、熊本県八代郡氷川町宮原５７３番地２ 

氏名、村上常義 

生年月日、昭和９年１１月３日生まれでございます。 

同氏につきましては、平成１０年１０月から同委員に選任をされ、長きにわたり

まして、その職務に精励をいただいております。卓越した識見と献身的に職務にご

尽力をいただいておりまして、今後も職務の遂行に期待ができますので、同氏の再

任をお願いするものでございます。合わせまして、同意第６号でございますが、同

様でございます。 

住所、熊本県八代郡氷川町大野８８０番地 

氏名、高岡三郎 

生年月日、昭和２５年６月１１日生まれでございます。 

同氏は平成４年９月に同委員に選任をされ、２２年の長きにわたり、職務に精励

をいただいております。村上様と同様、献身的にその職務にご尽力をいただいてお

りまして、今後も職務遂行に期待ができますので、同氏の再任をお願いするもので

ございます。 

同意第７号につきましても同様でございます。 

住所、熊本県八代郡氷川町鹿野５８２番地１ 

氏名、本田憲明 

生年月日、昭和２３年１２月２日生まれでございます。 

同氏は平成２１年９月に同委員に選任をされ、前任の農業委員会の会長等の、そ

ういった職責を踏まえて土地の流動評価等につきまして、その卓越した識見を発揮

していただいております。今後とも職務遂行が期待できますので、同氏の再任をお

願いするものでございます。どうぞよろしくご同意をいただきますようお願い申し

上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（永田義昭君） 休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時０６分 

再開 午後１時０８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

太田教育長は関連しますので、退席をお願いいたします。 

説明が終わりました。 
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   これから質疑を行います。 

   まず、同意第４号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、同意第５号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、同意第６号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   次に、同意第７号について質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

   以上で、本日の日程は全部終了しました。 

   本日は、これで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時１１分 
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